
◎地方分権改革推進法 
（平成一八年一二月一五日法律第一一一号）   

一、提案理由（平成一八年一一月二日・衆議院総務委員会） 

○菅国務大臣 地方分権改革推進法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御

説明申し上げます。 

 この法律案は、地方分権改革を総合的かつ計画的に推進するため、地方分権改革の推

進に関する基本理念並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、地方分

権改革の推進に関する施策の基本となる事項を定め、並びに必要な体制を整備するもの

です。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一は、地方分権改革の推進に関する基本理念であります。 

 地方分権改革の推進は、国及び地方公共団体が共通の目的である国民福祉の増進に向

かって相互に協力する関係にあることを踏まえ、それぞれが分担すべき役割を明確にし、

地方公共団体の自主性及び自立性を高めることによって、地方公共団体がみずからの判

断と責任において行政を運営することを促進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社

会の実現を図ることを基本として行われるものとしております。 

 第二は、国及び地方公共団体の責務であります。 

 国は、地方分権改革を集中的かつ一体的に推進するために必要な体制を整備するとと

もに、地方分権改革の推進に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を

有し、地方公共団体は、その行政運営の改善及び充実に係る施策を推進する責務を有す

ることとしております。さらに、国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体を通じた

行政の簡素化及び効率化を推進する責務を有することとしております。 

 第三は、地方分権改革の推進に関する基本方針であります。 

 国は、国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方

公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体への権限移譲の推進、地方公共団

体に対する事務の処理またはその方法の義務づけの整理合理化、地方公共団体に対する

国または都道府県の関与の整理合理化その他所要の措置を講ずるものとし、さらに、当

該措置に応じ、国庫補助負担金、地方交付税、国と地方公共団体の税源配分等の財政上

の措置のあり方について検討を行うものとしております。また、地方公共団体は、行政

及び財政の改革を推進するとともに、行政の公正の確保及び透明性の向上並びに住民参

加の充実のための措置その他の必要な措置を講ずることにより、地方公共団体の行政体

制の整備及び確立を図るものとしております。 

 第四は、地方分権改革推進計画であります。 

 政府は、地方分権改革の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、講

ずべき必要な法制上または財政上の措置その他の措置を定めた地方分権改革推進計画を

作成し、当該計画を国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならないこと



としております。 

 第五は、地方分権改革推進委員会であります。 

 内閣府に、地方分権改革推進委員会を設置することとしております。当該委員会は、

両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する委員七人をもって組織し、地方分権改革

推進計画の作成のための具体的な指針を内閣総理大臣に勧告するものとしております。 

 なお、この法律は、政令で定める施行の日から起算して三年を経過した日にその効力

を失うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院総務委員長報告（平成一八年一一月二八日） 

○佐藤勉君 ただいま議題となりました地方分権改革推進法案につきまして、総務委員

会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、旧地方分権推進法等に基づいて行われた地方分権の推進の成果を踏まえ、地

方分権改革を総合的かつ計画的に推進するため、その基本理念並びに国及び地方公共団

体の責務を明らかにするとともに、地方分権改革の推進に関する施策の基本となる事項

を定め、並びに必要な体制を整備しようとするものであります。 

 本案は、去る十一月二日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託

されました。 

 委員会におきましては、同日菅総務大臣から提案理由の説明を聴取した後、七日から

質疑に入り、十四日には参考人からの意見聴取を行い、十五日にはいわゆる地方公聴会

を秋田県及び静岡県において開催し、地元地方公共団体関係者等からの意見聴取を行い、

さらに、本日安倍内閣総理大臣等に質疑を行うなど、幅広い角度から慎重かつ熱心な審

査を行いました。 

 本日質疑を終局したところ、本案に対し、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公

明党の三会派共同により、財政上の措置のあり方の検討を行うに当たっては、国と地方

公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保等の観点から行うものとすること、

内閣総理大臣は、地方分権改革推進委員会から勧告を受けたときは、これを国会に報告

するものとすることを内容とする修正案が提出され、趣旨説明を聴取いたしました。次

いで、原案及び修正案について討論を行い、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原

案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（平成一八年一一月二八日） 

○谷委員 私は、提出者を代表いたしまして、ただいま議題となりました地方分権改革

推進法案に対する修正案につきまして、その提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 

 内容は二つであります。 



 第一に、財政上の措置のあり方の検討についての観点の修正であります。 

 政府原案では、第六条において、国は、地方公共団体に対する国の負担金、補助金等

の支出金、地方交付税、国と地方公共団体の税源配分等の財政上の措置のあり方につい

て検討を行うものとされております。 

 本修正案では、財政上の措置のあり方について検討を行うに当たっては、国と地方公

共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保等の観点からこれを行うことが必要

であることにかんがみ、第六条中にその旨の文言を追加することとしております。 

 第二は、地方分権改革推進委員会の勧告に係る国会報告についての修正であります。 

 政府原案では、第十条第一項において、地方分権改革推進委員会は、地方分権改革推

進計画の作成のための具体的な指針を内閣総理大臣に勧告するものとされております。 

 本修正案では、地方分権改革推進計画の作成に当たり、地方分権改革推進委員会が勧

告する指針が有する重要性にかんがみ、内閣総理大臣は、地方分権改革推進委員会から

地方分権改革推進計画の作成のための具体的な指針の勧告を受けたときは、これを国会

に報告するものとし、第三項の規定を追加することとしております。 

 以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。 

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

 以上です。 

○附帯決議（平成一八年一一月二八日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項に十分配慮すべきである。 

一 今回の地方分権改革が国と地方の関係の基本にわたる見直しを行うものであること

を踏まえ、地方分権改革推進委員会の委員の人選に当たって地方公共団体の意見の反映

に特に配慮するとともに、地方分権改革推進計画の作成に当たっても、地方公共団体の

意見を幅広く、誠実に聴取するよう、最大限の配慮を払うこと。 

二 地方分権改革を集中的かつ一体的に推進するためには、地方分権改革推進委員会の

調査審議が円滑かつ効率的に進められることが必要不可欠であることにかんがみ、同委

員会の権限が地方分権改革に関係するあらゆる事項に及ぶとの前提の下に、同委員会の

要請に応じ最大限の協力を行うよう、万全の措置を講ずること。 

三 地方分権改革を集中的かつ一体的に推進するためには、地方公共団体との密接な連

携と関係府省の誠意ある対応を確保し、国民の関心と理解を得ることが必要不可欠であ

ることにかんがみ、地方分権改革推進委員会の調査審議の基本方針を可能な限り早期に

示すことを同委員会に対して要請すること。 

四 地方分権改革推進計画の作成に当たっては、地方分権改革推進委員会の勧告を最大

限尊重してその実現を図ること。 

五 本法に基づき地方分権改革推進計画が実施に移されるまでの間においても、地方分

権改革のための措置を検討中であることを理由として、地方分権に向けた動きを停滞さ

せるようなことのないようにすること。また、この間において、地方に関係する制度の



改正を行う場合、当該改正が本法に基づく地方分権改革と整合性がとれたものとなるよ

う、特段の配慮を行うこと。 

三、参議院総務委員長報告（平成一八年一二月八日） 

○山内俊夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、地方分権改革を総合的かつ計画的に推進するため、地方分権改革の推進

に関する基本理念並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、地方分権

改革の推進に関する施策の基本となる事項を定め、必要な体制を整備しようとするもの

であります。 

 なお、衆議院におきまして、財政上の措置の在り方の検討については、国と地方公共

団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保等の観点から行うものとするとともに、

内閣総理大臣は地方分権改革推進委員会から勧告を受けたときはこれを国会に報告する

旨の修正が行われております。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、法案提出の意義と地方

分権改革の目指すべき方向、前回の地方分権推進法と今回の法案との相違点、住民自治

を重視した地方分権推進の取組、地方分権と道州制の改革を同時に進める必要性、地方

の人材確保のための方策、地方分権改革を推進する際のナショナルミニマムの確保、新

型交付税導入に伴う地方公共団体への影響と地方交付税の総額確保に向けた取組等につ

いて質疑が行われました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉川春子委員より反

対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し五項目から成る附帯決議が付されております。 

 以上、御報告を申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年一二月七日） 

 地方公共団体の自主性・自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図

るため、政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。 

一、今回の地方分権改革が国と地方の関係の基本にわたる見直しを行うものであること

を踏まえ、地方公共団体が自らの判断と責任において行政を運営することができるよう、

国と地方の役割を新たに見直す場合には、地方への税源移譲等役割分担に応じた税財政

上の措置を講ずること。 

二、地方分権改革推進委員会における調査審議の充実が極めて重要であることにかんが

み、委員の人選に当たっては、地方公共団体の意見が十分反映するよう特に配慮すると

ともに、同委員会の権限が地方分権改革に関係するあらゆる事項に及ぶとの前提の下に、

同委員会の要請に応じ最大限の協力を行うよう、適切な事務局体制を構築する等、万全



の措置を講ずること。 

三、地方分権改革を集中的かつ一体的に推進するためには、地方公共団体との密接な連

携と関係府省の誠意ある対応を確保し、国民の関心と理解を得ることが必要不可欠であ

ることにかんがみ、地方分権改革推進委員会の調査審議の基本方針を可能な限り早期に

示すことを同委員会に対して要請すること。 

四、地方分権改革推進計画の作成に当たっては、地方公共団体の意見を幅広く、誠実に

聴取するよう、常設の場を設ける等、最大限の配慮を払うとともに、地方分権改革推進

委員会の勧告を尊重してその実現を図ること。 

五、本法に基づき地方分権改革推進計画が実施に移されるまでの間においても、地方分

権改革のための措置を検討中であることを理由として、地方分権に向けた動きを停滞さ

せることのないようにすること。また、この間において、地方に関係する制度の改正を

行う場合には、本法に基づく地方分権改革と整合性がとれたものとなるよう、特段の配

慮を払うこと。 

  右決議する。 


